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三世実有説再考

法 体 恒 有 一

吉 元 信 行

本 稿 は, 拙稿 「三 世 実有 説 再 考, そ の原 語 と思 想 的 背 景 」(仏 教学セ ミナ

ー46号, PP. 16-30.)〈 前 稿 〉 に続 く もの で あ る。 前 稿 に おい て, 従 来 「三 世 に実 有

な れ ば 」 と読 まれ る こ との多 か った 「三 世 実 有 」 な る句 の原 語 は"sarvamasti"

で あ り, それ は ま さ し く, 三 世(adhva-traya)と い う"kriya"の 種 々態 の有 な る

こ とを 表 明 す る句 で あ る こ とを 検 討 した 。

『ア ピ ダル マ デ ィ ー一パ 』 に お い て, "sarvamasti"(一 切は有 る)と い う意 味 で

"adhva -trayamasti"(三 世 は有 る)と 表 現 され た こ とは 前稿 に お い て述 べ た 。 そ

して, そ こで は, 三 世 は"kriya"の 種 々態 で あ る と理 解 され た の で あ る。 と ころ

が, 「三 世 に 於 い て 」 とい う用 例 が 勿 論 ない わ け で は ない 。 前 稿 に お い て も 指 摘

した 如 く, 『倶舎 論 』 に お い て次 の よ うに説 か れ る こ と もあ る。

それ では, この過 去 と未 来 とは有 るといわれ るのか, それ とも無 い といわれ るのか。 も

し, 有 るならば, 諸行は一切時 に有 るか ら(sarvakalastitvat), 恒常であ ること(sasva-

tatva)に なって しま う1)。

こ こで は, 「諸 行 が一 切 時(sarvakala)に 有 る(asti)」 と言 って い るの で あ って, 

「三 世 にお い て有 る」 と言 って い るの で は な い 。 時(kala)と は瞬 間 を意 味 す る概

念 で あ り, 世(adhvan)と は時 間的 延 長 を意 味 す る概 念 であ る。

それ で は, 関 係論 書 に お い て, 「三 世 に お い て 」 も し くは そ れ に 類す る 表 現 の

な され て い る箇 所 を い くつ か 拾 っ てみ よ う。 まず, 『倶 舎論 』 界 品 に お い て, 十

八 界 が 三 世 に亘 る理 由 と して, 次 の よ うに 述 べ られ る。

なぜ なら, 〔法 の自〕相は 〔三〕世 におい て(adhvasu)移 ろいゆ くこ と(vyabhicara)は

ないか ら2)

こ こで は, 「三 世 に お い て」 の 主語 は 「相laksana)」 で あ り, 述 語 と し て, ゾ

as(有 る)を 語 根 とす る語"asti"の 前 にcar(動 く)を 語根 とす る"vyabhicara"

(移ろいゆ くこ と)と い う表 現 が用 い られ てい る。

次 に, 『倶舎 論 』 「三 世 実 有 章 」 に お て い, 次 の よ うな 法救 の 学説 が 紹 介 され て

い る。
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法が 〔三〕世 において(adhvasu)移 転 してい く(pravartamana)と き, 性類(bhava)

に相違 があ るのであって, 実体(dravya)に 相違があ るのではない3)。

同 様 に, 『ア ビダ ル マ デ ィ ーパ 』 〈ADV>に お い て も, 法 救 の学 説 は 次 の よ う

に表 現 され て い る(ADVp. 259. 10-11))。

dharmasya adhvasu pravartamanasyanagatadi-bhava-matram anyatha bhavati. 

ま た, ADVに お け る世 友 や 覚 天 の 学 説 も同 様 で あ って. 主 語 は 「法(dharma)」

で あ り, 述 語 にvt(転 ず る)を 語 根 とす る"pravartamana"(移 転 してい くこと)

を 用 い て い る4)。 他 の用 例 をADVに 見 て み よ う。三 世 実 有章 に お け る 「本 無 今

有 説 」 に言 及 す る とこ ろ で, 次 の よ うに述 べ られ る。

眼は本 な くして, 現在世において(vartamane'dhvani)た だ 一刹那に力用を特質 とす る

〔眼〕を取 り(adaya), 捨て去 って(tyaktva), 再び見えな くな って しま う5)。

ま た, 「過 去 ・未 来世 に在 る(adhva-stha)諸 法 は 実有(dravya-sat)で あ る」6)と

い う用 例 もあ る。 さ らにr順 正 理 論 』 で は, 次 の よ うに, 有 為 法 が 三 世 にお い て

行 ず る(gacchati)と 表 現 され て い る。

法体恒有, 法性変異。謂有為法行於世時, 不捨 自体, 随縁起用(NyASch. 633c24-25)。

こ こで, 我 々は, 有 部 系論 書 で は, 「三 世 に お い て」 とい う表 現 の後 に 来 る動 詞

的 表 現 はasを 語 根 にす る語 の み で あ る こ とは な く, む しろ, car, vrt,

da, tyaj, gam等 の な ん らか の"動 き"を 示 して お り, ま た, た とえ, asと い

う動 詞 が きて も, そ れ らの"動 き"を 示 す 動 詞 的 表 現 と併 せ て使 わ れ て い る こ と

を 知 った 。した が っ て, 三 世 実 有 の 原 語 は, "sarvamasti"な い し"adhva-trayam

asti"で あ り, そ の意 味 は, 力 用(kriya)の 種 々態 で あ る三 世 は功 能(samarthya)

を 有す る もの と して有 り(asti)(三 世実有), 諸 行 は三 世 にお い て移 ろい ゆ く もの で

あ るか ら, 諸 法 の 自性(法 体)は 恒 有 で あ る(法 体恒有)と い うこ とに な る。

また, 「三 世 の 有 為 法 は 有 る」 とい う理 解 に つ い て も, それ は 当然 の こ と で あ

って, 前 稿 に述 べ た如 く, 「世(adhvan)」 は 「有 為 法 」 の異 名 で あ るか ら, "三 世"

とい え ば"有 為 法"と い う語 を 改 め て補 う必 要 は無 い の で あ る。

周 知 の如 く, 『倶 舎論 』 玄奏 訳 に お い て 「法 体恒 有 」 な る句 が 見 え る の は, 作

用 に約 して分 位 の差 別 に よっ て三 世 が あ る とす る世友 の正 統 説 に対 して, 世 親 が, 

作 用(karitra)と い う点 か ら三 世 が 実 有 で あ る とす る有 部説 へ の最 初 の論 難 を終 え

た 後, 次 の よ うな喝 を も っ て嘲 笑 的 に 有 部説 を ま とめ た と ころ に 出 るわ け であ る。

許法体恒有 而説 性非常 法 体復無別 此真 自在作(AKch. 105b)7)。

「法 体 恒 有 」 とい う句 は, 『順 正 理 論 』 で は, 先 に あげ た 用 例 の 如 く, 何 回 か
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認 め られ る が ・ 管 見 した 限 りで は・ 『倶 舎 諦 』 玄奨 訳 では こ の「 例 の み で あ り, 1

そ の 原 語 は"svabhavah sarvada casti"で あ った 。 この一 例 だ け で は 「法 体 恒

有 」が ど うい う使 わ れ 方 を し てい るか は っ き り確 定 で き ない の で, これ と類 似 し

た, あ るい は 同意 趣 と思 わ れ る用 例 を 拾 い, そ れ を梵 文 と対 比 して み よ う。

(1) (経部)若 去来世体亦実有, 応名現在。何謂去来。(AKch. 105a1).

yadi atitam api dravyato 'sty anagatarn iti. kasmat tad atitam ity ucyate

anagatam iti va. (AK. P. 29713-14).

(2) (経部)応 説 若法 自体恒有, 応一 切時能起作用。(AKch. 105a9). 

tenaiva atmana sato dharmasya nityam karitra-karane (AK. p. 297. 17-18). 

gal to chos dehi bdag flid kho nar yod na rtag du byed pa la/gegs su byed

/(AKt. 281b4).

(『倶舎論』真諦 訳)謂, 此法由 自体恒有, 応恒作功能。(AKch. 258b8-8).

(3)(経 部)謂, 若作用即是法体, 体既恒有, 用亦応然。何得有時 名 為 過 未。(AK。h. 

105a18-9) yadi dharma eva karitram kasmat sa eva dharmas tenaivatmana vidya-

manah kadacid atita ity ucyate kadacid anagata ity adhvanam vyavastha na 

sidhyate. (AK. p. 2988-9). 

(4)(経 部)若 如現在法体実有未来亦然, 誰未已生, 誰亦 已滅。謂有為法体 実恒有。如

何可得成未已生 已滅。(AKch. 105a22-24).

yadi yatha varttamanam dravyato'sti tatha'ttam anagatam casti. tasya tatha

satah ajatanastata kena tenaiva svabhavena sato dharmasya katham idam sidhyaty 

a jata iti yo vinasta iti cPti. (AK. p. 29811-15). 

(5)(経 部)許 体 恒 有, -説性 非 常 。 如 是 義 所 未 曾 有 。(AKch. 105a29-b1). 

nityam ca namasti sadharmo na ca nitya ity apurvaisa vaco-yuktih. (AK. p. 
29819). 

(6)(経 部)又 彼所言世尊故 去来二世体 実有者, 我等亦説有去未世。(AKch. 105b5-6).

yat uktam uktatvad iti vayam apy brumo'sty atitanagatam iti. (AK. p. 299'). 

(7)(有 部)彼 有去来二世 自性。(経 部)此 復 応 詰。若 倶 是 有, 如 何可 言 是 去 来 性。

(AKch. 105b8-9).

atitanagatatmana*a idam punas tavopasthitam. katham tad atitam anagatam

cocyate yadi nityam astiti. (AK. p. 2993-4).

* hdas pa dan ma hops pahi bdag Aid du yod mod/(AKt. 282b1).

(8)(経 部)又 彼 所 説 要 具 二 縁 識 方 生 故, 去 来 二 世 体 実 有 者 応 共 尋 思 。(AK。h10526-27). 

yad apy uktam dvayam prattya vijnanasytpad aditii damtavad hisampradha-

ryam(AK. p. 29916-17).
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(9)(経 部)若 如現有体応 是常。若体現無還応許有縁無境識。理 亦 自成。(AKch. 105c

19-20). yadi ca te tataiva santi nityah prapnuvanti. atha na sand, asad apy

alambanamitisiddham. (AK, p. 30016). 

この 中 で, (1)は, 世 親 に よ る三 世 実 有説 の 略 難 の と ころ で, こ こ で は, 「過 去

も未 来 も実 体 と し て有 る な らば 」 とい うこ とで, 「体 」 に 当 た る 原語 が 認 め られ

ず, む し ろ, 三 世 実 有 の こ とを 言 わ ん と して い る。(2)は 作 用 とい う点 か ら見 た世

親 に よる三 世 実 有 説 へ の論 破 の と ころ で あ り, こ こで は, 「ま さ に, そ れ 自体 と

して(atmana)存 在 しつ つ あ る法 が 」 とい うこ とが, 玄 漢 訳 ・真 諦 訳 と もに 意訳

され て お り, 「恒 有 」 の原 語 は は っ き りし ない 。 む し ろ, 一 切 時 に 作 用 を 起 こ す

こ と」 とい う意 味 の よ うで あ る 。(3)は, 作 用 と法 体 が異 な らな い とす る矛 盾 に対

す る経 部 か らの論 難 の と ころ で あ り, 「体 既 恒 有 」 は 「ち ょ うどそ の 法 が そ れ 自

体 と して 存 在 しな が ら」 とい う意 味 で あ り, (2)と同 じ く, 経部 の側 か らの恒 有 理

解 な の で あ る。(4)は, 未 生 の 滅 に 対す る 経 部 か らの論 難 で あ り, 「有 為 の 法 体 が

実 に恒 有 といわ ば 」 に 当 た る梵 文 は, 「そ の 自性 と し て(svabhavena)有 る法 に ど

うして 」 とい うよ うな 意 味 で あ り, 「恒 有 」 とは 「自性 と して 有 る こ と」 とい う

こ とで あ る 。(5)は, さ らに広 く経部 が有 部 の三 世 実 有 論 を非 難 し て, 先 にあ げ た

(1)の嘲笑 の傷 の直 前 に あ る文 で あ る。 こ こに おけ る 「体 恒 有 」 の原 文 は 「か の法

は常 に(nityam)有 る と言 い 」 とい う意 味 で あ り, こ こは 経 部 の 理 解 に よ る"法

が 常 に有 る こ と"を 意 味 す る。(6)は, 経 部 に よ る三 世 実 有論 論 破 の各論 に入 った

とこ ろ で, 第 一教 証 論 破 の とこ ろ に に 出 る。 こ こ にお け る 「去 来 二世 体 実 有 」 は

梵 文 に は な く玄i装が 補 っ て訳 した と こ ろで あ り, 内容 的 に は 有 部 の 主 張 で あ る

"過去 未 来 は 有 る"と い うこ とを この よ うに漢 訳 した もの で あ る
。(7)は, 上 記 の

論 難 の 中 で の過 去 未 来 の 解 釈 を め ぐって, 有 部 の 主張 に 対す る 経 部 の反 論 の 箇所

で あ る。 こ こ で は, 三 世 が 自性 と して 有 る とい う有 部 説 を 経部 は"常 に 有 る こ と"

で あ る と理 解 して い る こ とに な る。(8)に お け る 「去 来二 世 体 実有 」 も原文 に は な

く玄奨 が 補 った と こ ろで あ り, また, (9)にお け る 「有 体 」 の 原 語 もasを 語 根 と

す る"santi"で あ る。

以 上 の 用例 か らみ る と, 『倶 舎 論 』 に おい て 「法 体 恒 有 」 も し くはそ れ に 類 す

る表 現 が 用 い られ て い る の は, そ の ほ とん どが, 経部 ・世 親 か ら有 部 へ の批 判, 

また は反 論 をす る た め に 有部 説 を挙 げ る と ころ で あ る こ とが 分 か る。 そ れ も, 有

部 が た だ"三 世 が有 る"あ る い は"実 体 と して それ 自 ら有 る"と い う と こ ろ を

「恒 有 」 あ るい は 「常 有 」 とい うよ うに 理 解 して い るの で あ る。 中 に は, 梵 文 に
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はないところを玄…装が補 った ところさえある。しかも, 「体」 とい う語 は玄美 に

よって故意に加えられていることが多いのである。すなわ ち, "法体恒有"な る

用語は有部の三世実有説を論破するため, 有部の三世実有説を経部の側か ら表現

した句であるとい うことができる。 この論難に対して, 『順正理論』では, 相当

の紙幅を費やして反駁していることは先覚たちによって種々論究されているとこ

ろである8)。衆賢は, 先に挙げた世親による嘲笑の偶を受けて, 次のように激し

く反論 し, さらに嘲笑への嘲笑をもって返偶 としている。

法体恒存法性変異, 謂有為法行於世時, 不捨自体随縁起用, 従此無間所起用息。由此故

説法体恒有, 而非是常性変異故。如何議是自在所為。(NyASch. 633c24-27). 

錐許有三世擾已滅未生 有更無第三 豊非天幻惑。(NyASch. 634a2-3). 

しか も, この返掲では, 『倶舎論』における 「法体恒有」を 「有三世」と言い

替えている。そして, 『順正理論』では, 「法体恒有」 もしくはそれに類する表現

は, 『倶舎論』の引用もしくは 『倶舎論』における世親の理解への反論 の ところ

にの見みられる。そして, その場合, 「法体恒有」は必ず 「性非常」な る句 と対

句になっているのである。前稿においても触れた如く, この二つ の 概 念 は, 勿

論, "三世実有"の 当然の帰結である。周知の如 く, 『順正理論』では, 膨犬な三

世実有章の中で, 世親 への反論に入る前に, その章全体の三分の一 もの紙幅を
"有"と い うことの概念規定, 及び"作 用"と い う観点からの三世実有の証明に費

している。そ してその結果, 功能の区別があ り, 性類が非常であるから三世は実

有であるとい う次のような結論に達する。

由功能別故有性定別, (中略)故 知, 諸法歴三世時, 体相無差, 有性類別。(中略)同 実

有中許有種々。有性差別理極成故三世有。(NyASch. 625a29-b6).

そこで, "法体恒有"と は, 三世実有説の一面を表現 した句であ り, 衆賢 は, 

経部 ・世親からの論難への弁解として, 「性非常」 とい う句 と併せ て, その こと

を再確認 しているだけである。衆賢の真意は, むしろ, 「功能の別によるが故に」

とい うところにあるようである。そこで, 衆賢は, 次のように, 功能の種々態に

よって三世が有るとい う結論に達するのである。つまり, "法体恒有"よ りは"三

世実有"の 方を強調 したか ったようである。

体錐恒有, 而於位別有功能故。謂業能令果起殊勝引果作用。是業功能。作用已生名現在

位。故於位別業有功能。(NyASch. 634a25-28). 

これに対 して, ADVに なると, 既に前稿でも指摘した如 く, 専ら三世実有の
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論証にのみ終始するようになる。既に先覚からも指摘されたように, 有部系論書

では, 現在のはた らきである作用と, 三世のいずれかではたらく二次的作用とい

う, 作用に両面がみられた。その両方の考え方を統合しようとしたため, かえっ

て自性そ ものの概念が不明確になることになった9)。"法体恒有"に 関する世親

の受け取 り方はその点を突こうとしているわけである。 『倶舎論』 における 「法

体恒有」なる句は, 「法体が恒有なんて?」 という経部か らの不審の声でもある。

そこで, 法体 とは何か とい うことを説明し, 恒有と性非常の根底にある実有とい

うことの意味を証明しようとしたのが衆賢である。しかし, その衆賢の反論も,

その後の仏教者を充分に納得させるものではなかった。そこで, ADVで はこう

い う批判を意識 して, 極力法体恒有の論点を避け, その二次的作用をkriyaと い

う語で表現 し, その背後にあるsamarthyaの はた らきにより, 自性 ・実有 の意

味を追求 し, そ こに, 三世実有の真意を表明しようとしたのである。

1) kim punar idam atitanagatam ucyate asty atha na. yady asti sarvakalastitvat 

samskaranam sasvatatvam prapnoti. (Ak. p. 2952-3). 

2) na hi laksanasyadhvasu vyabhicaro'stiti. (AK. p. 2715).

3) dharmasyadhvasu pravartamanasya bhavanyathatvam bhavati na dravyanyatha-

tvam. (AK. p. 2969-10). 

4) dharmo 'dhvasu pravartamano 'vastham avastham prapyanyatha 'nyatha 'stiti 

nirdisyate. (ADV. p. 2603-4). 

dharmo 'dhvasu pravartamanasya (-manah) purvaparam aveksyanyatha canya-

tha ccyate. (ADV. p. 2607-1). 

5) caksur abhutva vartamane 'dhvani ksanamatram kriya-rupam adaya tyaktva 

punar adarsanam gacchati. (ADV. 26813-14). 

6) dravya-santo 'titanagata 'dhva-stha dharmah (ADV. p. 2637).

7) svabhavah sarvada casti bhavo nityas ca nesyate/

na ca svabhavad bhavo 'nyo vyaktam Isvara-cestitam//(AK. p. 29821-22). 

8) Louis de La Vallee Poussin (tr. et annotes), "Documents d'Abhidharma: La 

Controverse du Temps" Melanges chinois et bouddhiques, Bruxelles: Juillet

1937. P. 7ff. 桜部建 「説一切有 部の立場」 犬谷学報31-1, PP. 34-53, 佐 々木現順r仏

教におけ る時間論 の研究』(清 水 弘文堂, 1969)ほ か 。

9) 青原令知 「『婆沙論』におけ る 「作用」について」龍犬仏研年報第2, pp. 2-8。

(本稿は昭和63年 度文部省科学研究費一般研究Cに よる研究 成果の一 部である)
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